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1.　江戸川区新庁舎基本設計方針について

　現在の区役所本庁舎は、昭和 37 年に南棟建設以降、行政ニーズの多様化と職員の増加に伴い増築を重ねてきま
した。最も古い南棟においては、建設から約 60 年が経過し老朽化が著しい状況で、現状のままでは、区民の生命・
財産を守る拠点として心許ない状況にあります。また、窓口の狭あい化や分散化、バリアフリー対応の不足など、
区民サービスに直結する問題を抱えるとともに、事務効率の面でも支障が生じています。

これらの課題を受け、本区では平成 24 年度から新庁舎建設に向けた検討に着手しました。

　令和３年３月に『江戸川区新庁舎建設基本構想・基本計画』をとりまとめました。これは、これから長きにわたり
利用される庁舎について、庁舎建設の検討から建設に至るまでの考え方のより所となる、基本理念・基本方針をはじ
め、事業化の前提となる新庁舎の規模や施設計画、事業スケジュールなどをまとめたものです。これを踏まえ、『江
戸川区新庁舎基本設計方針』を策定しました。

　新庁舎整備に向けて、以下のようなステップで検討を進めています。基本設計方針は、これまで策定した『基本構想・
基本計画』の内容を踏まえて、庁舎のより具体的なデザインや機能、性能等、基本設計の与条件を整理したものです。

現庁舎の状況や課題を明らかにした上で、新庁舎の検討における考え方のより所となる、
「基本理念・基本方針」などをまとめたものです。

基本構想で示す方針を実現するために、
具体的な「施設計画」や「建設手法」などを明らかにしたものです。

基本設計に基づいて、デザイン・技術の両面で詳細な設計を進め、
工事契約の締結や工事の実施に必要な実施設計図書を作成します。

実施設計図書に基づき、新庁舎を建設します。

基本設計方針で整理した内容を検証し、工法を決定・図面化します。

基本理念や基本方針に基づき、基本設計の与条件を整理しました。
設計方針を定め、規模、施設計画について具体化しました。

基本構想

基本計画

基本設計

実施設計

建設工事

基本設計方針

新庁舎建設に向けたこれまでの取組み

基本設計方針の位置づけ

時　期 内　容
平成 24 年度から 公共施設のあり方懇話会を開催し、移転を伴う新庁舎建設について議論

平成 26 年 10 月 江戸川区議会で「庁舎移転問題検討特別委員会」を設置
庁舎移転の候補地として、船堀四丁目都有地を選定（平成 27 年 3 月議決）

平成 30 年 5 月 江戸川区議会で「新庁舎建設検討特別委員会」を設置
（令和元年 5 月より「新庁舎建設等検討特別委員会」）

平成 31 年 2 月 第４回 公共施設のあり方懇話会において、新庁舎建設に向けた検討着手を報告

平成 31 年 3 月から 江戸川区新庁舎建設基本構想・基本計画策定委員会を開催
（令和 2 年度までに 12 回開催）

令和元年～ 2 年度 船堀四丁目まちづくり勉強会（船堀四丁目地区市街地再開発準備組合に発展）
船堀駅周辺地区地区計画協議会（継続中）

令和 2 年 5 月 東京都より「都有地の売却に係る取扱方針」を受領
令和 3 年 3 月 江戸川区新庁舎建設基本構想・基本計画策定
令和 3 年 3 月 江戸川区役所の位置を定める条例を制定（施行期日は「区規則で定める日」）
令和 4 年 7 月 東京都より、新庁舎建設用地（約 5,200 ㎡）を買受

本区では、老朽化をはじめとする現庁舎の課題を解決し、誰もが安心して利用できる新庁舎の建設

に向けた検討に着手し、「江戸川区新庁舎建設基本構想・基本計画」を策定しました。

新庁舎整備の検討経緯
👉👉 本編： 新庁舎建設に向けた背景、 新庁舎整備に際し配慮・検討すべき事項

（１）新庁舎整備の必要性（現庁舎における７つの課題）

現庁舎は、建物の老朽化が進み、災害に対応するための機能が不足しています。また、窓口の狭あ

い化や分散化、バリアフリー対応の不足など、区民サービスに直結する問題を抱えるとともに、事務

効率の面でも支障が生じています。

 
 
 
 

（２）これまでの検討経緯

平成 年から新庁舎建設に向けた議論を開始し、「江戸川区新庁舎建設基本構想・基本計画策定委

員会」での検討を経て、基本構想・基本計画を策定しました。

時 期 内 容
平成 年度から 公共施設のあり方懇話会を開催し、移転を伴う新庁舎建設について議論

平成 年 月 江戸川区議会で「庁舎移転問題検討特別委員会」を設置
庁舎移転の候補地として、船堀四丁目都有地を選定（平成 年 月議決）

平成 年２月 第４回 公共施設のあり方懇話会において、新庁舎建設に向けた検討着手を報告
平成 年３月から 江戸川区新庁舎建設基本構想・基本計画策定委員会を開催（令和 年度までに 回開催）

令和元年～２年度
区議会新庁舎建設等検討特別委員会（継続中）
船堀四丁目まちづくり勉強会（船堀四丁目地区市街地再開発準備組合に発展）
船堀駅周辺地区計画協議会（継続中）

令和 年 月 東京都より「都有地の売却に係る取扱方針」を受領
令和 年 月 江戸川区役所の位置を定める条例を制定（施行期日は「区規則で定める日」）

（３）基本構想・基本計画の目的と位置づけ

平成 年３月から２年にわたり、新庁舎建設を進めるための基本的な考え方、施設計画や建設手

法について検討しました。

令和３年度以降取り組み予定

７つの課題を解決するため、 新庁舎の建設が必要
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　基本設計方針では、『基本構想・基本計画』で定められた 5 つの基本理念に基づく考え方や導入する機能をより
具体化し、5 つの設計方針として新庁舎計画に反映します。

5 つの基本理念に基づく設計方針

基本理念に基づく設計方針

1.　江戸川区新庁舎基本設計方針について

基本理念１  ▶  「災害対応の拠点」として 70 万区民を守る、たくましい庁舎

基本理念２  ▶  「協働・交流の拠点」として開かれ、シビックプライドを高めていくような庁舎

基本理念３  ▶  「区民サービスの拠点」として、誰にでも優しい庁舎

基本理念４  ▶  「日本一のエコタウン」実現に向け、環境の最先端を歩む庁舎

基本理念５  ▶  「健全財政」を貫きつつ、将来変化にも柔軟に対応できる庁舎

● 迅速な指令系統を構築する、災害対策機能の効率的な配置
● 長期間の自立運用を見据えたバックアップ機能を構築
● 地震・水害に備える「中間層免震構造」の採用
● 水害の影響を受けない 2 階以上に主要機能を配置

● まちとつながり、新たな交流の場となる「コミュニティ広場」
●  新庁舎の “顔” として、公園のようにひらかれ、区民コミュニティ

形成の拠点となる「協働・交流ゾーン」
● 都市景観と調和し、これからのまちづくりを牽引する庁舎

● 共生社会を実現するユニバーサルデザイン
● “来庁しない庁舎” を見据えた可変性に優れた窓口・相談フロア
●  将来の組織改編や働き方の変化に対応しやすく、質の高い
     行政サービスを提供する執務室

●  グリーンロードの再整備や、庁舎低層部を中心とした緑化整備に　
より、みどり豊かな都市景観を形成

●  ZEB Ready を実現し、維持管理コストの削減だけでなく、CO2

排出量削減につながる省エネ計画

● 用途変更にも柔軟に対応できる可変性に優れたフロア計画
●  建設費と、庁舎のライフサイクルコストの合理化を見据えた計画

1

2

3

4

5

これからの 100 年を支える
日本一の防災庁舎

江戸川区新庁舎 
５つの設計方針

協働・交流の拠点として、
多様な場を持つ庁舎

共生社会を体現し、将来の社会ニーズの
多様化にも対応する庁舎

水とみどりを活かし、
最先端の環境性能を持つ庁舎

社会の変化を見据え、
可変性・経済性に優れた庁舎

1

2

4 5

3

これからの 100 年を支える日本一の防災庁舎

協働・交流の拠点として、多様な場を持つ庁舎

共生社会を体現し、将来の社会ニーズの多様化にも対応する庁舎

水とみどりを活かし、最先端の環境性能を持つ庁舎

社会の変化を見据え、可変性・経済性に優れた庁舎



東

執務室執務室

エネルギー関連諸室エネルギー関連諸室

保健所保健所
免震層免震層

歩行者デッキ歩行者デッキ 執務室（窓口）執務室（窓口）

協働・交流ゾーン協働・交流ゾーン

協働・交流
ゾーン
協働・交流
ゾーン

駐車場駐車場
駐車場駐車場

駐車場駐車場
駐車場駐車場

駐車場・バイク置場駐車場・バイク置場

議会議会

西

ヘリポートヘリポート

免震層

エネルギー等運用フロー
（ライフラインの確保）

大地震時のエネルギー等運用フロー

平常時

▼災害発生
初動期 短期 中期 長期

備考～ 1 日 ～ 3 日 ～ 1 週間 ～ 1 ヶ月

 非常用発電機（備蓄油）：100％運用（7 日間） 給油車にて給油

 汚水搬出

 給水車にて対応 受水槽内の残水利用　30L/ 人・日（7 日間分）

 防災井戸より汲み上げ

 緊急排水槽 30L/ 人・日（7 日分） 下水

 雑用水

 給水車にて対応 受水槽内の残水利用・備蓄水（ペットボトル）　3L/ 人（7 日間分）

 災害用浄化システム 上水

平常時からの継続運用 非常時対応 自衛隊や行政などによる対応凡例：
※周辺の復旧状況による

・汚水搬出の必要ありー

飲 料 水

雑 用 水

上水

下水

大規模水害時（洪水・高潮氾濫）のエネルギー等運用フロー

エネルギー等運用フロー
（ライフラインの確保）

平常時

※中圧ガス途絶時

※中圧ガス途絶時

 雑用水

▼災害発生
初動期 短期 中期 長期・超長期

備考～ 1 日 ～ 3 日 ～ 1 週間 ～ 1 ヶ月程度以上

 非常用発電機（デュアルフューエル）（中圧ガス）

 非常用発電機（備蓄油）  ※負荷調整により、1 週間後も運用   給油車にて給油

（携帯トイレ）（携帯トイレ）

 受水槽内の残水利用　30L/ 人・日（7 日間分）

 防災井戸より汲み上げ

 緊急排水槽　30L/ 人・日（7 日間分）

（7 日間分）（7 日間分）

 災害用浄化システム

 電力

 下水

 上水

ー

飲 料 水

電力会社
より受電
中圧ガス運転

雑 用 水

上水

電源

 非常用発電機（デュアルフューエル）（中圧ガス） 電力 ・中圧ガスの供給が途絶
しない限り 1 ヶ月以上
の期間も 100％電力を
維持することが可能

・中圧ガスの供給が途絶
しない限り 1 ヶ月以上
の期間も 100％電力を
維持することが可能

電力会社
より受電
中圧ガス運転

電源

下水  ボート・ヘリ
による支給

 ボート・ヘリ
による支給

 受水槽内の残水利用・備蓄水（ペットボトル）　3L/ 人（7 日間分）  ボート・ヘリに
よる支給（水）

  給水車にて対応

 ボート・ヘリに
よる支給（水）

  給水車にて対応

仮設トイレ等
にて対応

※水害時の給油車・給水車については、水が引いてからの運用
※100％の業務継続運用を想定していますが、職員数や業務内容により変動するため、検討を継続します。

 備蓄携帯
 トイレ
 備蓄携帯
 トイレ

エネルギー等運用フロー
（ライフラインの確保）

大地震時のエネルギー等運用フロー

平常時

▼災害発生
初動期 短期 中期 長期

備考～ 1 日 ～ 3 日 ～ 1 週間 ～ 1 ヶ月

 非常用発電機（備蓄油）：100％運用（7 日間） 給油車にて給油

 汚水搬出

 給水車にて対応 受水槽内の残水利用　30L/ 人・日（7 日間分）

 防災井戸より汲み上げ

 緊急排水槽 30L/ 人・日（7 日分） 下水

 雑用水

 給水車にて対応 受水槽内の残水利用・備蓄水（ペットボトル）　3L/ 人（7 日間分）

 災害用浄化システム 上水

平常時からの継続運用 非常時対応 自衛隊や行政などによる対応凡例：
※周辺の復旧状況による

・汚水搬出の必要ありー

飲 料 水

雑 用 水

上水

下水

大規模水害時（洪水・高潮氾濫）のエネルギー等運用フロー

エネルギー等運用フロー
（ライフラインの確保）

平常時

※中圧ガス途絶時

※中圧ガス途絶時

 雑用水

▼災害発生
初動期 短期 中期 長期・超長期

備考～ 1 日 ～ 3 日 ～ 1 週間 ～ 1 ヶ月程度以上

 非常用発電機（デュアルフューエル）（中圧ガス）

 非常用発電機（備蓄油）  ※負荷調整により、1 週間後も運用   給油車にて給油

（携帯トイレ）（携帯トイレ）

 受水槽内の残水利用　30L/ 人・日（7 日間分）

 防災井戸より汲み上げ

 緊急排水槽　30L/ 人・日（7 日間分）

（7 日間分）（7 日間分）

 災害用浄化システム

 電力

 下水

 上水

ー

飲 料 水

電力会社
より受電
中圧ガス運転

雑 用 水

上水

電源

 非常用発電機（デュアルフューエル）（中圧ガス） 電力 ・中圧ガスの供給が途絶
しない限り 1 ヶ月以上
の期間も 100％電力を
維持することが可能

・中圧ガスの供給が途絶
しない限り 1 ヶ月以上
の期間も 100％電力を
維持することが可能

電力会社
より受電
中圧ガス運転

電源

下水  ボート・ヘリ
による支給

 ボート・ヘリ
による支給

 受水槽内の残水利用・備蓄水（ペットボトル）　3L/ 人（7 日間分）  ボート・ヘリに
よる支給（水）

  給水車にて対応

 ボート・ヘリに
よる支給（水）

  給水車にて対応

仮設トイレ等
にて対応

※水害時の給油車・給水車については、水が引いてからの運用
※100％の業務継続運用を想定していますが、職員数や業務内容により変動するため、検討を継続します。

 備蓄携帯
 トイレ
 備蓄携帯
 トイレ

東西

船堀街道 東側道路

電力

雑用水

飲料水

空調

排水

・中圧ガス供給可能 ➡100％電力を維持
・中圧ガス供給途絶時（備蓄燃料 7 日間分）
※以降は給油車にて給油
　（水害時は浸水解消後、給油車にて対応可能）

（給水車・ボート・ヘリによる補給も可能）

（給水車・ボート・ヘリによる補給も可能）

● 超長期間の自立運用可能
各インフラの継続期間

・災害用浄化システム、受水槽の   
   残水利用により確保

・防災井戸からの汲み上げ、受水槽の   
   残水利用により確保

・緊急排水槽、備蓄携帯トイレ
   により対応

・業務エリアは全て維持

■ 断面イメージ

■  新庁舎のバックアップ機能の方針（災害時のエネルギー等運用フロー）

各インフラの継続期間 大地震時のエネルギー等運用フロー 大規模水害時（洪水・高潮氾濫）のエネルギー等運用フロー

※ 100％の業務継続運用を想定していますが、職員数や業務内容により変動するため、検討を継続します。
※水害時の給油車・給水車については、水が引いてからの運用

歩行者デッキ

執務室・窓口・その他諸室

・  大規模水害時に迅速な避難ができるよ
う、南北のデッキ端部には、ゆとりあ
る幅員の屋外階段を設置

・  窓口の 3 密（密閉、密集、密接）を避けるため、ソー
シャルディスタンスを確保できる設えを検討。執
務室は、壁や間仕切りを最小限とし、適切な人員
密度に調整可能な可変性の高い計画を採用

・  トイレ等を含む、移動経路のタッチレス化、衛生器
具・スイッチ等の非接触化を推進

・  水害時、歩行者デッキが桟橋となり、
屋外階段を救助ボートの船着き場とし
て活用できる計画

 ・ 「都心南部直下地震」などが発生しても、
防災拠点として機能継続できる耐震性能
を確保

・ 人命の安全確保に加えて庁舎の機能継続性
に優れる「免震構造」の計画とし、免震装
置が水害の影響を受けない「中間層免震構
造（5 階床下）」を採用

構造計画

災害対策本部
・ 区長室等、災害対策本部、危機管理部を

中間階に集約配置
・ 災害対策本部は、消防や警察、自衛隊の

災害応援も受け入れ可能な十分な規模を
確保 災害対応

災害対応

屋上へリポート
・ 消防や自衛隊等のヘリコプターが離着

陸可能な計画
   ※対応機種の詳細については、今後要調整

災害対応

地震対策

地震対策
地震対策

水害対策
水害対策

水害対策

水害対策

・  計画地の浸水深さ（GL+5.0 ｍ）よりも高
い、免震層上部に基幹設備を配置

・  長期間自立できるよう、非常用発電機、
中圧ガス、太陽光発電などエネルギーの
多重化を図る

・  受水槽の免震層上部設置、防災井戸の設
置、災害用浄水システムの備蓄

・  防災上重要な情報管理機能は、免震層上
部フロアに配置

・  有事の業務継続性を確保するため、電源
や通信回線を多重化

機械室（基幹設備）

BCP

BCP

BCP

水害対策

水害対策

感染症対策

感染症対策

高層階（基準階）
・ 風水害時の防風、飛来物対策として、開口

部には縦フィンやルーバー等を設置 水害対策

BCP

・ EV 車（電気自動車）の充電スタン
ドを整備。非常用発電機からの電
力供給により、災害時も EV 車に給
電することが可能

・ 一時的な避難場所や物資置場とし
て利用可能

立体駐車場

水害による浸水深さ
  最大 GL+5.0 ｍ
  （T.P.+4.0m=A.P.+5.1m）

3

設計方針               1 これからの 100 年を支える日本一の防災庁舎

2.　設計方針に基づく新庁舎の姿
基本理念１  ▶  「災害対応の拠点」として 70 万区民を守る、たくましい庁舎

● 迅速な指令系統を構築する、災害対策機能を効率的に配置します。
● 地震・水害に備える「中間層免震構造」を採用します。
● 水害の影響を受けない 2 階以上に主要機能を配置します。

● 長期間の自立運用を見据えたバックアップ機能を構築します。



シンボルゾーン内装への木材利用

屋内緑化

エントランスホール

NN

DNDN

UPUP

1 階1階

※本図は簡略模式平面図のため、具体的な建物形状・室形状・規模などが実際の設計内容とは異なる場合があります。

凡例

：主出入口 ：来庁者動線 ：車両動線

凡例

：主出入口 ：来庁者動線 ：職員動線

凡例

：主出入口 ：職員動線

凡例

：主出入口 ：来庁者動線

凡例

：主出入口

：来庁者動線

：職員動線

：車両動線

東西貫通
通路

再開発
ビル

（民間棟）

N

コミュニティ広場

歩行者デッキ

協働・交流ゾーン

多目的ホール

江戸川区新庁舎基本設計方針策定業務2022_12_23 基本設計方針 111

6. 基本設計方針 資料編（公表しない成果物ベース）

※※ページタイトル※※

（１１）グリーンロード・ペデストリアンデッキ計画検討書（グリーンロード案は2案。インフラ協議関連含む）
DRAFT

【現況把握】 【方向性整理】

グリーンロードは高木を中心として豊富な緑量が確保されている一方、十分な明るさを確保で
きていない。また、歩行者と自転車の混在が確認されるため、安全性に配慮する必要がある。

上位計画における地区の位置づけ及び現況把握を踏まえ、環境、コミュニティ、防災の3つの
観点からグリーンロード整備の視点を導き、整備の方向性について以下の通り定めた。

至 新庁舎

江戸川区新庁舎基本設計方針策定業務2022_12_23 基本設計方針 111

6. 基本設計方針 資料編（公表しない成果物ベース）

※※ページタイトル※※

（１１）グリーンロード・ペデストリアンデッキ計画検討書（グリーンロード案は2案。インフラ協議関連含む）
DRAFT

【現況把握】 【方向性整理】

グリーンロードは高木を中心として豊富な緑量が確保されている一方、十分な明るさを確保で
きていない。また、歩行者と自転車の混在が確認されるため、安全性に配慮する必要がある。

上位計画における地区の位置づけ及び現況把握を踏まえ、環境、コミュニティ、防災の3つの
観点からグリーンロード整備の視点を導き、整備の方向性について以下の通り定めた。

NN

NN

DNDN

DNDN

UPUP

UPUP

2 階2階

※本図は簡略模式平面図のため、具体的な建物形状・室形状・規模などが実際の設計内容とは異なる場合があります。

N

新庁舎（庁舎棟）

H91m

再開発ビル（民間棟） タワーホール船堀 トキビル船堀駅

■ 外観デザインの考え方

■ 協働・交流ゾーンのイメージ

■ コミュニティ広場のイメージ

■ １階平面イメージ
1 階

グリーンロード

船堀街道沿いの都市景観との
調和を図るため、江戸川区の
シンボルであるタワーホール
船堀と、みどり豊かなグリー
ンロードを最大限活かし、庁
舎外装デザインにもそれぞれ
の特性を取り入れる

窓口
吹抜 協働・交流

歩行者デッキ
コミュニティ

広場
窓口フロアに直結

観覧スペースとしても利用

再開発ビル
（民間棟）

船堀街道
グリーンロード

まちにひらかれ、賑わい・交流を生み
出すグリーンロード整備

・ 豊かなみどりを創出しながら、足元
空間のリニューアルを図ることで、
安全で快適な歩行者空間をつくる

 ・ コミュニティ広場と一体となり、様々
な活動、イベントに利用できるスペー
スとして計画

■ 船堀街道に面した西側立面イメージ .　江戸川区のシンボルである
　 タワーホール船堀と調和する、垂直ラインを活かした高層棟デザイン

・低層部同士のデザインにできる限り統一感を持たせる
〇 グリーンロードに沿って一体的な景観を形成
〇 コミュニティ広場を中心に立体的な賑わい空間を形成

・外装に垂直フィンを設置
〇  日射熱負荷を軽減
    （特に東西面）
〇  垂直基調のデザイン

をより強調

・ 隅切り部のデザイン
  切替、一部柱・梁型の  
  仕上げ切替
〇 縦分節した外観を形成

新大橋通り

船堀街道

新庁舎（庁舎棟） 再開発ビル（民間棟） タワーホール船堀

歩行者デッキ

都市景観と調和する外観デザイン やや暗い印象

船堀
街道

■ 歩行者動線とたまり空間のイメージ

たまり空間 歩行者動線
歩行者デッキ

コミュニティ広場

動線が混在している（歩行者と自転車）

■ デッキレベル（2F) 配置イメージ

■ 現状のグリーンロードの姿

日常時もイベント時も活
用できる歩行者デッキ 

・ 日常時は庁舎・再開発
ビル・タワーホール船
堀 を 2 階 レ ベ ル で 繋
ぐ歩行者動線として利
用し、イベント時は広
場を一望できる観覧ス
ペースとしても利用で
きる計画とすることで、
グリーンロードに立体
的なにぎわいを創出

調和したスカイラインを形成

シンボル

グリーンロード

水平

垂直垂直垂直

高層部
・ タワーホール船堀が

もつ垂直性を活かし
た垂直デザイン

・ 縦分節により、長大
立面による周辺への
圧迫感を緩和

低層部
・ 緑の連続と水平デザイ

ンにより都市とのつな
がりを創出

水平

垂直

グリーンロード

※ P.8 参照

緑を身近に感じられる

4

協働・交流の拠点として、多様な場を持つ庁舎設計方針               2

2.　設計方針に基づく新庁舎の姿

コア

（窓口）
執務室

協働・交流
ゾーン

セキュリティライン【閉庁時】（土日、夜間）

閉庁時は窓口エリアと明確にセ
キュリティを区分することで、
協働・交流ゾーンを区民の憩い
の空間として開放できる計画

2,3 階

多目的
スペース

多目的ホール

エントランス
ホール

駐輪場

エントランス
ホール

コア

多目的
スペース

多目的
スペース

多目的
スペース

2F へ

2F へ

一体利用

基本理念２  ▶  「協働・交流の拠点」として開かれ、シビックプライドを高めていくような庁舎

コミュニティ広場

一体利用

● まちとつながり、新たな交流の場となる「コミュニティ広場」を整備します。
●  新庁舎の “顔” として、公園のようにひらかれ、区民コミュニティ形成の拠点となる
　 「協働・交流ゾーン」を計画します。

● 都市景観と調和し、これからのまちづくりを牽引する庁舎とします。



対面での手続きが中心の窓口 オンラインでの手続きが中心の窓口

どちらが主でも
対応可能

どちらが主でも
対応可能

窓
口

窓
口

相
談
窓
口

窓
口

来庁者職員 来庁者職員

戸籍

「ワンストップ」
⇩

窓口移動がない
来庁者の用件に応じて
職員が入替わり対応

要件に応じて
来庁者が移動

保険

税

戸籍

保険

税

情
報
連
携

情
報
連
携

NN

DNDN

DNDN

UPUP

UPUP

2 階2階

※本図は簡略模式平面図のため、具体的な建物形状・室形状・規模などが実際の設計内容とは異なる場合があります。

ミーティング（ファミレス席） ミーティング（ディスカッション） Web 会議 など

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
ポ
ー
ト

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
ポ
ー
ト

EVEV

 WC  WC 

自然採光

自然通風

バックヤード
（更衣室・会議室 等）

バックヤード
（更衣室・会議室 等）

バックヤード
（更衣室・会議室 等）

バックヤード
（更衣室・会議室 等）

階段階段

非常用 EV・機械室非常用 EV・機械室

執務室

窓口

クリエイティブポート

執務室

EV ホール

窓口

 WC  WC 

：来庁者エリア

：執務エリア セキュリティ
ライン
セキュリティ
ライン

ICカード セキュリティ等

レベル 1

レベル 2
レベル3（一部 　　　　： 個人情報 等）

NN

DNDN

DNDN

UPUP

UPUP

2 階2階

※本図は簡略模式平面図のため、具体的な建物形状・室形状・規模などが実際の設計内容とは異なる場合があります。

NN

3 階3階

※本図は簡略模式平面図のため、具体的な建物形状・室形状・規模などが実際の設計内容とは異なる場合があります。

DNDN

UPUP

DNDN

UPUP

　協働・交流ゾーン

立体駐車場とフラットに接続 立体駐車場とフラットに接続

　協働・交流ゾーン

■ 基準階オフィスの平面構成イメージ

来庁者

職員

総合受付 相談
ブース

■ 執務室内（クリエイティブポート）の什器イメージ

■ 新庁舎開庁時の 2 階・3 階フロア平面イメージ

区民 職員

職員はオンライン
の手続きにも対応

■   オンライン手続きが中心の
     窓口ゾーニングのイメージ

ワンストップ

キッズルームイメージ（武雄市）

別室の傍聴室イメージ（渋谷区）

■  基準階の
セキュリティゾーニング

■ 執務室の什器イメージ

総合受付 相談ブース
・待合

執務室
（窓口） 執務室

（窓口）待合

：窓口カウンター ：窓口カウンター

各種証明書の発行や転入・転出の
  手続きなど、来庁者が多い手続き対応　

生活全般に係る様々な相談対応

5

設計方針               3 共生社会を体現し、将来の社会ニーズの多様化にも対応する庁舎

2.　設計方針に基づく新庁舎の姿

 ・ 窓際には、収納や個室のほか、ミーティング
テーブル・Web 会議ブースなど多目的に使え
る「クリエイティブポート」を設置

・ 各種配線を床下に納めるフリーアクセスフロ
アとし、セキュリティ対策や組織改編を伴う
レイアウト変更などが効率的に行える計画

・   将来の組織改変や働き方の変化に
柔軟に対応でき、適切な人員密度
に調整可能なレイアウト計画

【来庁者エリア】
 ・ 待合スペースや廊下などの共用部は、
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律」及び「東京都
福祉のまちづくり条例」の整備基準
に基づき、安全に移動できる幅員や
機能を確保

 ・   子ども連れでの来庁に配慮した計画
   （子どもと一緒に利用できる広い相談室／

授乳室／キッズルーム等（窓口・相談フロ
ア）／子ども連れでも議会を傍聴できる、
別室の傍聴室　など）

・ 車いす利用者や、高齢者に配慮した計画
　 （窓口カウンター等にローカウンターを併設／議場傍聴席には、出入口の近

傍に車いす利用者エリアを設置／立体駐車場の庁舎入口近傍に車いす使用
者用駐車場を設置（窓口フロア 2 階・3 階）など）

各設備を集約した個室ブースイメージ

多機能を備えた個室ブースイメージ

【トイレ】
 ・ 車いす使用者、異性介助同伴者、オス

トメイト利用者等を含め、誰もが利用
できる、多機能かつ男女共用のトイレ

（バリアフリートイレ）を各階に設置
 ・ 来庁者の利用頻度が多い 1 ～ 3 階には、

性別に関わらず利用可能なオールジェ
ンダートイレ ( 仮称 ) を、男女別のト
イレとは別に設置（来庁者・職員含め、
すべての人が利用可能）

 ・ トイレにはパウダーコーナーを設け、
単独利用もしやすいよう、トイレ利用
動線とは分けて計画

 ・ 各フロアの利用形態や主な利用者を考
慮したトイレ機能配置を行う

2 階 3 階

基準階

コミュニケーション階段 コミュニケーション階段

基本理念３  ▶  「区民サービスの拠点」として、誰にでも優しい庁舎

● 共生社会を実現するユニバーサルデザインに配慮した計画とします。

●  “来庁しない庁舎” を見据えた可変性に優れた窓口・相談フロアを計画します。

●   将来の組織改編や働き方の変化に対応しやすく、質の高い行政サービスを提供する執務室を計画します。



新庁舎のみどり

 ・ ひな壇状に緑化したテラス空間を整備

 ・ 新大橋通りや東側道路に面して整備す
る緑化や敷地内植栽により、庁舎全体
でみどり豊かな都市景観を形成

 ・ 船堀街道や新大橋通りに面した低層部
には、内外に対して、効果的にみどり
が表出する工夫を行う

 ・ 手摺の内側に植栽を計画することで維
持管理のしやすさにも配慮

執務ゾーン

 ・ エネルギー負荷の多くを占める照明・空
調負荷を縮減するため、再生可能エネル
ギーや高効率機器を積極的に活用

・ 縦型日よけフィン、高断熱ガラス（Low-E
複層ガラス）などにより、直射光や外部
熱負荷を抑制

・ 高層部では、自然の風を取り入れ可能な
外装計画を検討

グリーンロードのみどり

 ・ 既存樹木を活かしつつ、樹木列と並走するよう
に歩行者デッキを配置。足元空間は、視線や動
線が自然に抜けるよう低木・地

ち ひ

被植物やその基
盤をリニューアルし、にぎわいにつながるよう
計画

・ イベント開催時など、コミュニティ広場の植栽
は、必要に応じて移動もできる設えを検討

協働・交流ゾーン

・ 自然の風・光・熱を積極的に活用し、少ないエ
ネルギーでも居心地の良い環境を整備

・ 植栽や放射冷暖房設備などの環境装置を目に見
える形や身近に触れられる場所に計画し、日常
的に環境意識を高めるきっかけづくり

・ 協働・交流ゾーンの内装の一部に木材を活用し、
温かみがあり、親しみやすい交流空間づくり

縦型日よけ
フィン
自然の風を
取り入れ可能

自然通風・換気

地中熱を活用した
「放射空調」

移動可能な広場植栽

執務室

協働・交流ゾーン

コミュニティ
広場船堀街道 グリーン

ロード

駐車場歩行者デッキ

自然採光

直射光や
外気負荷を抑制

ZEB Ready の実現

一次エネルギーの年間消費量を 50％以上
削減する ZEB Ready により、光熱費等の
維持管理コストの削減や、CO2 排出量の
削減といったメリットを生み出す

東側道路

東西

方立

風自然の風を
取り入れる
自然の風を
取り入れる

ガラス
屋外

屋内
執務室

縦型日よけフィン
➡日射遮蔽＋ウインドキャッチャー

カーテンウォールの
平面詳細イメージ
カーテンウォールの
平面詳細イメージ

風

エレベーター 5%
その他

7%

空調
48 %

照明
24 %

OA機器
16 %

空調、照明で
約72 % を占める

出典：資源エネルギー庁推計
※電力消費の内訳（夏季・ピーク時：14時前後）

■ 断面イメージ

緑空間

緑空間

緑空間

緑空間

緑空間

緑空間緑空間

省エネ

省エネ

省エネ

省エネ

省エネ

省エネ

■ 自然の風を取り入れ可能な外装計画の例

■ テラス空間のイメージ

■ 事務所建築におけるエネルギー負荷比率

6

水とみどりを活かし、最先端の環境性能を持つ庁舎設計方針               4

2.　設計方針に基づく新庁舎の姿
基本理念４  ▶  「日本一のエコタウン」実現に向け、環境の最先端を歩む庁舎

●  グリーンロードの再整備や、庁舎低層部を中心とした緑化整備により、みどり豊かな都市景観を形成します。
●  ZEB Ready を実現し、維持管理コストの削減だけでなく、CO2 排出量削減につながる省エネ計画を実現します。



東

執務室執務室

エネルギー関連諸室エネルギー関連諸室

保健所保健所
免震層免震層

歩行者デッキ歩行者デッキ 執務室（窓口）執務室（窓口）

協働・交流ゾーン協働・交流ゾーン

協働・交流
ゾーン
協働・交流
ゾーン

駐車場駐車場
駐車場駐車場

駐車場駐車場
駐車場駐車場

駐車場・バイク置場駐車場・バイク置場

議会議会

西

ヘリポートヘリポート

用途変更

地下階なし

設備ルートの
集約＆最短化

ピット ピット

空調ゾーニング

ゾーン1 ゾーン4

ゾーン2 ゾーン3
照明ゾーニング

ゾーン1 ゾーン4

ゾーン2 ゾーン3

江戸川区江戸川区
EVホールEVホール

他機関他機関

■ 断面イメージ . イニシャルコスト・ランニングコストを合理化

合理的な構造形式

 ・ 鉄骨造の高層部は、合理的な構造形式とす
ることで鉄骨量の縮減を検討 イニシャル

■ 基準階の用途変更を見据えた、基準階の空調・照明制御の細分化

【将来】用途変更時の例

分割想定
ライン

分割想定
ライン

7

社会の変化を見据え、可変性・経済性に優れた庁舎設計方針               5

2.　設計方針に基づく新庁舎の姿

多様な用途変更に対応できる
柔軟性・可変性

 ・業務体制の変化を見据え、将来的にフロ
ア単位の用途変更にも対応しやすい計画

・ 基準階形式の高層棟
・ フロアの部分的な用途変更にも対応でき

る空調・照明ゾーニング

・ 改修・更新しやすいスケルトン・インフィ
ルを明確化した計画

可変性

可変性

可変性

可変性

再生可能エネルギーの活用・創エネ

 ・ 省エネ化や再生可能エネルギーの活
用、太陽光発電などの創エネにより
庁舎のランニングコストを削減

ランニング

合理的な設備計画

 ・ 高層部は基準階形式の構成とし、各階均一化
された合理的な設備計画を行う

 ・ 中央熱源を採用し、機器の台数を合理化
 ・ 協働・交流ゾーンの空調は、放射空調の利用

を主とし、空調負荷を縮減
 ・ 執務室の照度を適正化することで、照明器具

台数の削減を検討　など

ランニング

エネルギー運用の効率化

 ・ コンパクトな基準階形式の高層部とし、熱
負荷の大きな屋根面積の縮減、設備ルート
の集約＆最短化による搬送ロス削減 ランニング

  地下階をつくらない 
・土工事・地下躯体工事にかかる工期・コストを削減 イニシャル

立体駐車場別棟化
 ・ 用途に応じた構造グレード設定が可能とな

り、構造躯体を合理化 イニシャル

エネル
ギーの一元管理

照明

各種メーター
電力量・ガス量... エレベーター

空調

BEMS
計測・分析

対策・制御

新庁舎新庁舎

エネルギーの見える化庁舎運営の最適化

 ・ BEMS（ビルエネルギー
マネジメントシステム）
の活用により、庁舎運営
の最適化や運用改善、及
びエネルギーの見える化
を行う

BEMS の活用による庁舎運営の最適化・エネルギーの見える化

ランニング

維持管理費の適正化

 ・ 低層階テラス外周部の植栽は、手摺内側に設け、維持管理性に配慮
した計画

 ・ 電気室等は増設スペースを確保することで更新性を高める
 ・ OA フロアの設置や、ゆとりあるケーブルラックルートを構築するこ

とで配線等の更新性を高める
 ・ 主要設備更新の際の機器揚重のしやすさに配慮し、機械室を免震層

上部に配置。機械室を集約することで、管理ポイントの分散を避け、
維持管理のしやすい計画　　など　　　　　　　

イニシャル

イニシャル

イニシャル
イニシャル

ランニング

ランニング

ランニング
ランニング

●基壇型の建物形状
●地震・水害への備えが必要

 　　最適な免震構造

基本理念 5  ▶  「健全財政」を貫きつつ、将来変化にも柔軟に対応できる庁舎

● 用途変更にも柔軟に対応できる可変性に優れたフロア計画とします。
●  建設費と、庁舎のライフサイクルコストの合理化を見据えた計画とします。



コア

コアコア

コア

（窓口）

（窓口）

執務室

執務室

協働・交流
ゾーン

セキュリティライン セキュリティライン

協働・交流
ゾーン

協働・交流
ゾーン

協働・交流
ゾーン

東

執務室（保健所等）執務室（保健所等）
免震層免震層

歩行者
デッキ
歩行者
デッキ 執務室（窓口）執務室（窓口）協働・交流

ゾーン
協働・交流
ゾーン

船堀街道船堀街道 東側道路東側道路

駐車場駐車場
駐車場駐車場

駐車場駐車場
駐車場駐車場

駐車場・バイク置場駐車場・バイク置場

道
路

境
界

線

議会議会

ヘリポートヘリポート
道

路
境

界
線

 1階(+0.5m)
 GL(=T.P.-1.0m) GL(=T.P.-1.0m)

 2階

 3階

 4階

 免震層

 5階

 6階

 7階

 8階

 9階

10階

11階

12階

13階

14階

15階

16階

17階

18階

19階

20階

21階

PH階

PHR階

西

1階(+0.5m)

2階

3階

4階

R階

執務室執務室

協働・交流ゾーン協働・交流ゾーン

エネルギー関連諸室エネルギー関連諸室

東

執務室（保健所等）執務室（保健所等）
免震層免震層

歩行者
デッキ
歩行者
デッキ 執務室（窓口）執務室（窓口）協働・交流

ゾーン
協働・交流
ゾーン

船堀街道船堀街道 東側道路東側道路

駐車場駐車場
駐車場駐車場

駐車場駐車場
駐車場駐車場

駐車場・バイク置場駐車場・バイク置場

道
路

境
界

線

議会議会

ヘリポートヘリポート

道
路

境
界

線

 1階(+0.5m)
 GL(=T.P.-1.0m) GL(=T.P.-1.0m)

 2階

 3階

 4階

 免震層

 5階

 6階

 7階

 8階

 9階

10階

11階

12階

13階

14階

15階

16階

17階

18階

19階

20階

21階

PH階

PHR階

西

1階(+0.5m)

2階

3階

4階

R階

執務室執務室

協働・交流ゾーン協働・交流ゾーン

エネルギー関連諸室エネルギー関連諸室

東

執務室（保健所等）執務室（保健所等）
免震層免震層

歩行者
デッキ
歩行者
デッキ 執務室（窓口）執務室（窓口）協働・交流

ゾーン
協働・交流
ゾーン

船堀街道船堀街道 東側道路東側道路

駐車場駐車場
駐車場駐車場

駐車場駐車場
駐車場駐車場

駐車場・バイク置場駐車場・バイク置場

道
路

境
界

線

議会議会

ヘリポートヘリポート

道
路

境
界

線

 1階(+0.5m)
 GL(=T.P.-1.0m) GL(=T.P.-1.0m)

 2階

 3階

 4階

 免震層

 5階

 6階

 7階

 8階

 9階

10階

11階

12階

13階

14階

15階

16階

17階

18階

19階

20階

21階

PH階

PHR階

西

1階(+0.5m)

2階

3階

4階

R階

執務室執務室

協働・交流ゾーン協働・交流ゾーン

エネルギー関連諸室エネルギー関連諸室

20 階

3 階
2 階
1 階

基準階

1 階

2 階

3 階

20 階

基準階

議会
関連諸室
議会
関連諸室

※傍聴席は 21 階に設置※傍聴席は 21 階に設置

議場議場

執務室執務室

クリエイティブ
ポート
クリエイティブ
ポート

執務室執務室 待合・相談待合・相談
（窓口）（窓口）

執務室執務室 待合・相談待合・相談

コアコア

凡例凡例

コアコア

コアコア

コアコア

コアコア

（窓口）（窓口）

協働・交流
ゾーン

協働・交流
ゾーン

協働・交流
ゾーン

協働・交流
ゾーン

駐輪場駐輪場

多目的ホール多目的ホール
コミュニティ広場コミュニティ広場

船堀街道船堀街道

歩行者デッキから
アクセス

コミュニティ広場から
アクセス

立体駐車場から
フラットにアクセス
立体駐車場から
フラットにアクセス

ロータリーから
フラットにアクセス
ロータリーから
フラットにアクセス

一体利用

協働・交流
ゾーン

協働・交流
ゾーン

グリーンロード

コア：エレベーター、
　　   階段、トイレ等
コア：エレベーター、
　　   階段、トイレ等

■ 各階部署配置の方針（断面構成）

■ 平面イメージ
※ 協働交流ゾーンは、災害（地震等）発生時において、緊急の避難場所として活用します。

また、サイネージによる災害情報の発信等が行うことができます。
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3.　新庁舎建設の概要

建築概要
項目 計画

敷地面積 約 9,600 ㎡

延べ面積 庁舎棟：約 52,000 ㎡ 駐車場棟：約 9,000 ㎡

容積対象面積 庁舎棟：約 47,000 ㎡ 駐車場棟 ：約    100 ㎡

階数 地上 21 階程度

高さ 約 99m

駐車台数／駐輪台数 約 210 台／バイク：約 50 台　自転車：約 630 台

階層構成・平面計画

N

N

【期日前投票】
- 活用例 -

【閉庁時】（土日、夜間）

【臨時窓口】（保育園、住民税申告等）

　庁舎の “顔” となる、協働・交流ゾーンは、臨時窓口等の行政サービスや、閉庁時の区民開放など、
多様な利用形態に対応できます。

多様な役割を果たす庁舎の “ 顔 ”

多目的スペースを
臨時窓口として活用

（ 平時は会議室等と
しても利用可能）

外部からも直接
アクセスしやすい
多目的ホールを
会場として活用

閉庁時は窓口エリアと明
確にセキュリティを区分
することで、協働・交流
ゾーンを区民の憩いの空
間として開放できる計画

多目的
ホール

多目的
ホール

コミュニティ
広場

コミュニティ
広場サイネージ等

サイネージ等

2 階

2,3 階

1 階

1 階

■庁舎外観パース



4．新庁舎の建設手法

都税事務所
に権利変換

タワーホール
船堀

南側敷地

新庁舎
（庁舎棟）

再開発ビル
（民間棟）

都税事務所
に権利変換

北側敷地

民有地

南側敷地

タワーホール
船堀

５．新庁舎建設の整備手法（構成イメージ）
（１）建設手法と進捗（再開発事業による取得の概要）
当事業による新庁舎建設は、再開発事業区域内（下図赤枠）の土地・建物の権利者で組織する

「再開発準備組合」が発足しています。市街地再開発事業により本区が庁舎部分の権利を取得す
るものです。
本区は令和４年７月に東京都より南側敷地を取得しました。

南側の都有地を購入
令和４年７月

再開発事業のスキームを下図に表します。本庁舎の土地は東京都と区の共有の土地となり、
北側敷地は都税事務所として権利変換で整理されます。また区は追加で保留床を取得し、
庁舎の必要面積を確保します。

市街地再開発事業区域 再開発ビル（民間棟）敷地
新庁舎（庁舎棟）敷地（都と共有）

新庁舎

再開発ビル
（民間棟）

１つの再開発事業
２敷地２棟
で建設

事業の枠組みは区域内一体の再開発事業となりますが、それぞれの建築条件や整備費はそれ
ぞれで完結するよう、「２敷地２棟」の考え方で進めていきます。

再開発組合が建物を整備
区は庁舎部分として、土地・
建物の権利を取得（購入等）

区有地

都税事務所
に権利変換

区役所に
権利変換

（庁舎棟）

南側の都有地を購入　

 

 56  
  

  

（2）建設地の概要等 

1）建設地 

新庁舎の建設用地は、都営新宿線船堀駅から

徒歩３分に位置するとともに、新大橋通りや船

堀街道に近接する交通利便性の高い 11,000㎡

の敷地です。 

当該敷地には、かつて都営住宅等が立地し、

現時点では東京都の所有となりますが、取得に

向けて協議を行っているところです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建設地の概要 

 

位 置 江戸川区船堀四丁目２・３・６街区の一部 

敷地面積 約 11,000㎡（北側：約 6,000㎡ 南側：約 5,000㎡） 

用途地域 近隣商業地域 準工業地域 

建ぺい率  80％  60％ 

容積率 400％ 300％ 

高度地区 ― 第三種高度地区 

防火指定 防火地域 準防火地域 

日影規制 ― ５時間 / ３時間（測定面４ｍ） 

地区計画 船堀駅周辺第三地区地区計画 

アクセス 都営新宿線船堀駅から徒歩３分 

タワーホール船堀の展望塔から見た敷地の様子(令和２年９月) 

船
堀
街
道 

9

　当事業の進捗は以下のとおりです。令和２年度に策定された「基本構想・基本計画」の与条件を検討して「基本
設計方針」をとりまとめました。今後は「基本設計」で技術的な検証を行い基本設計図を作成します。

　新庁舎用地の現状

事業スケジュール

　新庁舎は、市街地再開発事業によって整備します。今回の市街地再開発事業では、再開発事業区域内（下図赤枠）
の土地・建物の権利者で組織する「再開発準備組合」が発足しております。（P11 コラム参照）
　本区は令和４年７月に東京都より南側敷地を取得し、11 月に準備組合員となりました。

　新庁舎の建設手法（再開発事業による取得の概要）　

都税事務所
に権利変換

タワーホール
船堀

南側敷地

新庁舎
（庁舎棟）

再開発ビル
（民間棟）
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コラム 船堀のまちづくりコラム 船堀のまちづくり

令和３年３月に策定された「船堀駅周辺地区まちづくり基本構想」は船堀駅周辺の広い範囲を
対象にまちづくりの方向性を示すものです。区ではこの考え方を船堀駅前地区で具体化することを
目指しており、これにあたり、船堀駅前地区のまちづくりに関する将来像や課題の整理として、船
堀駅前地区まちづくり意見交換会を実施し、これらの意見を踏まえながら「船堀駅前地区まちづく
り基本構想」と「船堀駅前地区高台まちづくり基本方針」を策定しました。

ブロック別意見交換会
（令和4年9～10月）

オープンハウス
（令和4年10月）

船堀駅前地区
まちづくり意見交換会

■船堀駅周辺地区まちづくり基本構想エリア

（船堀四丁目地区市街地再開発事業）

■体系図

交通の利便性が高く、にぎわいの創出や持続可
能なまちづくりの推進に重要な役割を担う、
「駅前地区」におけるまちづくりの『道標』

船堀駅前地区で「高台まちづくり」の取組みを具体
的に進めていくための、基本的な考え方や方針を
明らかにしたもの

令和５年３月に策定・公表
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コラム 市街地再開発事業（船堀四丁目のまちづくり）コラム 市街地再開発事業（船堀四丁目のまちづくり）

船堀四丁目付近地区は、市街地再開発事業によりまちの景観
が大きく変わる契機を迎えます。
新庁舎や再開発ビルである拠点施設と既存市街地と幹線道路、

船堀グリーンロードとの調和を図ることを目的に令和４年11月
に景観形成ガイドラインを策定しました。
船堀四丁目地区市街地再開発事業は本ガイドラインに基づき

進めていきます。

新庁舎を含む船堀四丁目地区市街地再開発事業は、令和２年７月の準備組合発足以降、まちの
将来像の検討を重ねています。
今後の都市計画決定と市街地再開発組合の設立に向けて、事業協力者（民間事業者）と協力し

ながら事業の実現に向けて活動を進めています。

〇船堀四丁目付近地区景観形成ガイドライン

船堀四丁目付近地区景観形成ガイドライン

時期 内容
平成３１年３月～
令和２年２月 まちづくり懇談会、勉強会

令和２年１月～６月 発起人会（計４回）

令和２年７月以降 準備組合設立
総会、理事会、説明会 等

令和４年11月 区が準備組合に加入
令和５年２月 再開発事業説明会

再開発事業説明会

・２Ｈ（建物高さの２倍・約200m内）の範囲の住民を
対象に再開発事業の説明会を実施

・300名を超える方が参加

都有地
約6,000㎡

コインパーキング

区有地
約5,200㎡

【準備組合 組合員】

再開発事業区域内の

土地や建物の権利者

■ 12権利者

（うち分譲マンション２）
分譲マンション商業ビル

店舗・アパート

店舗

商業ビル・アパート

店舗・事務所

アパート

業務

分譲マンション

店舗

令和4年7月
区が南側の都有地を購入

再開発事業区域内の建物
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